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 参考資料１ 

堺市市民交流広場条例 

平成２７年６月２４日 

条例第４４号 

（設置） 

第１条 まちのにぎわいの創出に資する交流の場及び市民が親しみを持てる憩いの場を提

供するため、堺市堺区南瓦町に市民交流広場（以下「広場」という。）を設置する。 

（事業） 

第２条 広場は、次の事業を行う。 

(1) 市民の交流活動の利用に供すること。 

(2) 市民の憩いの場の提供に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成するために市長が必要

と認める事業 

（使用の許可） 

第３条 前条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、当該許可に係る使

用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用

してはならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失するおそ

れがあると認めるとき。 

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団（以下単に「暴力団」という。）の利益になり、

又はなるおそれがあると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があり、使用させることが不適当で

あると認めるとき。 

３ 市長は、第１項の許可を与える場合において、広場の管理上必要があると認めるとき

は、当該許可に条件を付することができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第４条 前条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、当該許可に係る使

用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用

してはならない。 

（使用の許可の取消し等） 

第５条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消

し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。 

(1) 第３条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。 

２ 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、そ

の責めを負わない。 
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（特別の設備の設置） 

第６条 使用者は、広場の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじ

め市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設ける

ことを命ずることができる。 

３ 前２項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤

去し、原状に回復しなければならない。 

４ 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを

執行し、その費用を使用者から徴収することができる。 

（使用者の管理義務） 

第７条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備、器具備品その他の物件を

善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失したと

き。 

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。 

(3) 使用の許可の期限までに前条第１項又は第２項の規定により設けた設備を撤去しな

いとき。 

（原状回復義務） 

第８条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は第５条第１項の規定により使用の許

可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備、器具備

品その他の物件を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。 

２ 第６条第４項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。 

（使用料） 

第９条 使用者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなけれ

ばならない。 

２ 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用すること

ができる。 

３ 前２項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させること

ができる。 

４ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項又は第２項の使用料を減額し、又

は免除することができる。 

５ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

（行為の禁止） 

第１０条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為 

(2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失する行為 

(3) 木を伐採し、又は採取する行為 
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(4) ごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為 

(5) 特定の宗教又は政党に勧誘する行為 

(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、広場からの退去を命ずることができ

る。 

（入場の制限） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、広場への入場を拒絶

し、又は退去を命ずることができる。 

（損害の賠償） 

第１２条 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を損傷し、又は滅失した

者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただ

し、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１３条 市長は、広場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に広場の管理を行わせることができる。 

（指定管理者に行わせる業務の範囲） 

第１４条 前条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合におけるその業務の

範囲は、次のとおりとする。 

(1) 広場の使用の許可その他の広場の運営に関する業務 

(2) 第２条各号に掲げる事業の実施等に関する業務 

(3) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、広場の管理上、市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定の手続） 

第１５条 市長は、第１３条の規定により指定管理者に広場の管理をさせようとするとき

は、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及

び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものと

する。 

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の

状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合してい

ると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。 

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。 

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能

力を有すること。 

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できるこ

と。 

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。 

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。 

(6) 管理経費の縮減が図られること。 
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(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件 

（公告） 

第１６条 市長は、前条第３項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその

旨を公告するものとする。第１８条第１項の規定により指定を取り消したときも、また

同様とする。 

（報告、調査及び指示） 

第１７条 市長は、広場の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理

者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必

要な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第１８条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわし

くない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により広場の管理を継

続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管

理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。 

（利用料金） 

第１９条 市長は、広場の利用に係る料金（以下この条において「利用料金」という。）

を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。 

２ 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額（附属設備その他器具備品等に

ついては、あらかじめ市長が定める額）の範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める。 

３ 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれ

を公告するものとする。 

４ 広場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。た

だし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。 

５ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することがで

きる。 

６ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

（管理の基準） 

第２０条 広場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりと

する。 

(1) 使用の許可等は、第３条及び第５条の規定の例により行うこと。 

(2) 使用時間及び休場日（次項において「使用時間等」という。）は、施設の利用形

態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。 

(3) 個人に関する情報（以下この項において「個人情報」という。）の漏えいの防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。 

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密（個人情報を含む。）を漏ら

し、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは
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指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。 

２ 前条第３項の規定は、前項第２号の規定により指定管理者が使用時間等を定めた場合

について準用する。 

（指定管理者に係る損害の賠償） 

第２１条 指定管理者は、故意又は過失により広場の施設、附属設備、器具備品、樹木そ

の他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額

を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと

認めたときは、この限りでない。 

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為につい

ては、この条例の施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。 

附 則（令和６年３月２８日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の堺市市民交流広場条例（以下「新条例」という。）の規定

は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例によ

る。 

（施行前の準備行為） 

３ 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の

行為については、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。 

別表（第９条、第１９条関係） 

１ 基本料金 

区分 面積 単位 使用料 

堺市役所前広場 １，９００平方メートル 全日 １９，０００円 

堺地方合同庁舎前広場 ８００平方メートル 全日 ８，０００円 

２ 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が算定する額を徴収する。



 

 

 

 


